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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

中間会計期間
第12期

中間会計期間
第11期

会計期間
自　2024年11月１日
至　2025年４月30日

自　2025年11月１日
至　2026年４月30日

自　2024年11月１日
至　2025年10月31日

売上高 （千円） 691,110 714,038 1,389,448

経常利益 （千円） 117,342 71,382 172,595

中間（当期）純利益 （千円） 136,050 57,518 138,756

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 278,104 279,422 279,422

発行済株式総数 （株） 3,939,176 3,944,576 3,944,576

純資産額 （千円） 868,264 895,165 875,698

総資産額 （千円） 1,217,109 1,181,551 1,242,778

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 34.62 14.62 35.25

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） 34.24 14.33 34.10

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 71.1 75.2 70.0

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 95,811 1,885 213,213

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △12,208 △107,584 △21,457

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △11,124 △72,661 △48,813

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 778,440 670,543 848,903

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．１株当たり配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態の状況

（資産）

当中間会計期間末における資産については、総資産が1,181,551千円となり、前事業年度末と比較し61,227千

円の減少となりました。

流動資産の残高は、前事業年度末に比べ60,833千円減少し、937,674千円となりました。主な増減内訳は、自

己株式の取得及び営業債務等の支払により現金及び預金が78,360千円減少した一方、サーバー費用の前払い等に

より前払費用が11,825千円増加したことによるものであります。

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ393千円減少し、243,876千円となりました。主な増減内訳は、減価償

却費の計上等により有形固定資産が883千円減少したことによるものであります。

（負債）

当中間会計期間末における負債については、286,386千円となり、前事業年度末と比較し80,693千円の減少と

なりました。

流動負債の残高は、前事業年度末に比べ62,981千円減少し、233,212千円となりました。主な増減内訳は、未

払金が35,428千円、未払消費税等が15,753千円、返済により短期借入金が15,000千円減少したことによるもので

あります。

固定負債の残高は、前事業年度末に比べ17,712千円減少し、53,174千円となりました。増減内訳は、長期借入

金の返済によるものであります。

（純資産）

当中間会計期間末における純資産については、895,165千円となり、前事業年度末と比較し19,466千円の増加

となりました。主な増減内訳は、自己株式の取得（69,100株、39,949千円）による減少があった一方、中間純利

益の計上により繰越利益剰余金が57,518千円増加したことによるものであります。

(2) 経営成績の状況

当中間会計期間におけるわが国の経済は、雇用環境の改善が見られる一方、米国の通商政策や物価高に起因する

実質購買力の低下懸念から、先行きは不透明な状況が続いております。家計の防衛意識の高まりは、教育支出にお

ける費用対効果への意識をより一層高めており、学習塾等の教育事業者には、選ばれるためのより高い付加価値の

提供が迫られております。

教育業界においては、少子化と慢性的な労働力不足に加え、市場環境の変化に対応するため、ICT活用による生

産性向上とサービス差別化が喫緊の経営課題となっております。また、政府の「GIGAスクール構想」による端末普

及が一巡し、教育現場のDXは「導入」から「利活用・定着」の実践フェーズへと移行しました。AIやIoTを活用し

た個別最適化された学習環境の提供や、業務効率化による労働生産性の改善は、教育事業者が安定的な教室運営と

持続的な成長を実現するための不可欠な要素として、その重要性が増しております。

このような状況のもと、当社は、「『教える』をなめらかに～みんなの“かわる”に寄り添う～」をミッション

に掲げ、先生、生徒、保護者をはじめとする全てのステークホルダーの関係性を豊かにし、誰もが成長し合える社

会（世界観）の実現を目指しております。このミッションに基づき、当社は学習塾を中心とする教育事業者が、煩

雑なバックオフィス業務から解放され、本質的な価値である「教える」ことに専念できるプラットフォーム

「Comiru」を主軸として事業を展開しております。今後も、この世界観を社会に実装し続けるため、更なる顧客基

盤の拡大および顧客エンゲージメントの深化を図り、既存機能の磨き込みとともに、市場ニーズに即した新機能の

開発・実装を推進してまいります。

当中間会計期間の業績は、以下のとおりであります。

① 全体概況とSaaS事業の進捗

主力であるSaaS事業において、中核サービスである「Comiru」は中小規模の学習塾を中心とした新規顧客獲得

が堅調に推移し、有料契約企業数は2,103社（前年同期比16.4%増）と着実に伸張しております。また、2025年１

月にリリースした「ComiruPay」は、決済業務の効率化と手数料負担の軽減というニーズを的確に捉え、申込社数

は673社（直前四半期比47.6%増）に達しております。本サービスは、主力サービス「Comiru」の導入促進及び解

約抑止を高める重要な戦略的役割を担いつつあり、将来的な収益貢献に向けたクロスセル基盤が着実に構築され

ているものと考えております。

事業の先行指標である課金生徒ID数は483千ID（前年同期比6.6%増）、ARR（注１）は1,167,888千円（前年同期比

6.0%増）、ARPU（注２）は46,279円（前年同期比9.0%減）となり、前四半期（第１四半期）と比較して一時的な減

少となりましたが、当社の事業の本質的な健全性を示す顧客の解約率（注３）は0.5%と極めて低い水準でコント

ロールされており、顧客基盤の毀損や競争力の低下によるものではありません。
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これらのKPI変動の背景には、当社が当期より推進している「収益構造の質的転換」と、それに伴うプラット

フォームの拡大があります。

当社の重点領域である習い事市場（前年同期比65.2%増の365社）及び個人塾セグメント（前年同期比9.7%増の

1,594社）においては、新規顧客獲得が堅調に推移しております。同領域における春期の年度替わり（卒業・入学

サイクル）に伴う生徒数の減少影響については、顧客解約率の安定を背景に想定範囲内の幅に留まっており、当

社のオーガニックな成長力は底堅く推移しております。

なお、これらの顧客層は、１社当たりの生徒規模（課金生徒ID数）が相対的に小さい傾向にあるため、全顧客

に占める構成比の急速な変化に伴い、全体の平均値としてのARPUが一時的に押し下げられたものであります。一

方で、同時期における「ComiruPay」の総申込社数は有料契約企業数の３割超に相当する水準に達しており、将来

的な収益貢献に向けたクロスセル基盤の構築が進展するとともに、顧客基盤の裾野拡大が決済インフラの普及へ

と繋がる構造となっております。

また、課金生徒ID数及びARRの前四半期比（第１四半期）での減少については、３月から４月にかけての年度替

わりの時期に卒業生のID削除がシステム上で一斉に行われるという学習塾業界特有の季節性に起因するものであ

ります。当中間会計期間においては、上記のとおり、分母となる有料契約企業数が拡大した結果、各社における

卒業生の削除と新入塾生の登録との間に生じるタイムラグの影響が例年以上に大きく表面化したものであり、過

渡期における想定範囲内の推移であります。

教育事業者のDX進展を追い風に、当社は教育業界における存在感の向上を図っております。教育事業者等向け

SaaSで培った豊富なノウハウを活かした「ComiruERP（注４）」の導入推進に加え、既存顧客へのアップセル・クロ

スセル、並びに習い事領域への展開に継続して取り組んでおります。今後も新たな顧客層の開拓と事業領域の拡

大を通じ、教育業界におけるプラットフォーマーとしての基盤を一層強化してまいります。

② 顧客基盤別の取り組み

（学習塾領域）

中小規模の学習塾向けには、平均参加者数200名以上の経営セミナーを起点とした高効率な顧客獲得モデルを

確立し、広告宣伝費を売上高の4.2%という低水準に抑制しつつ高い商談化率を維持しております。

一方、中堅以上のセグメントにおいては、当期より重視している収益モデルの質的転換を加速させるべく、

準大手・中堅大手学習塾を重点対象とした「ComiruERP」及びセミカスタマイズ開発を中心とした提案へ軸足を

移しております。これにより、従来の労働集約的な大規模受託開発へのリソース依存を低減し、拡張性の高い

ストック型収益の積み上げを優先しております。なお、前事業年度までの継続案件として、一部の大手学習塾

向けにおいても将来のストック収益化を見据えた「ComiruERP」の導入提案を進めております。進捗としまして

は、現在、商談中および受注・開発段階を含め計17件のプロジェクトが並行して進行中で、うち２社は当第２

四半期に予定通り課金開始へと移行し、ストック収益の積み上げに寄与し始めております。残る開発案件の導

入準備を進めるとともに、未確定の商談パイプラインについても、継続して提案および案件の精査を行ってお

ります。

（習い事領域）

英会話教室、プログラミングスクール、書道教室等への展開を加速し、有料契約企業数は365社（前年同期比

65.2%増）と伸長しました。「ComiruPay」との相乗効果が新規獲得の強力な武器となっており、幅広い教育

サービスにおける当社のプラットフォーム価値が実証されていると考えております。

（学校領域）

公教育の学校領域においては、部活動地域移行等コミュニケーションツールの提供に加え、前事業年度に連

携協定を締結した千葉県印西市や栄町とは、民間企業としてのノウハウと専門的知見を活かした教育環境のデ

ジタル化を現場レベルで支援しております。具体的には、行政側に対するセキュリティポリシーの策定支援

や、現場における校務DXの推進（運用ルールの整備、管理用電子データの最適化等）といった基盤構築を主導

したほか、生成AIの活用研修や生徒用端末の選定支援等、利活用フェーズにおける伴走支援において具体的な

成果が生まれております。これらの実績は、自治体との強固な信頼関係を構築するだけでなく、将来的なGaaS

（注５）領域の深耕と拡張に寄与する成果を上げております。

これらの取り組みは、即座に収益に直結するだけでなく、公教育現場における信頼とブランド価値を醸成す

るものであり、将来的なBtoG（行政向け）ビジネスの基盤構築に寄与するものと考えております。

これらの結果として、当中間会計期間における売上高は、「Comiru」の課金生徒ID数の着実な積み上げ等によ

り、714,038千円（前年同期比3.3％増）となりました。利益面においては、開発部門における生産性向上や、費用

対効果を重視したマーケティング施策に継続的に取り組んだものの、事業規模の拡大及び将来の成長基盤構築のた

めの戦略的投資（システム基盤の強化、人件費及び人材採用費等）を当初の計画通り執行した結果、売上総利益は

518,436千円（前年同期比1.7％減）、営業利益は71,834千円（前年同期比39.5％減）、経常利益は71,382千円（前

年同期比39.2%減）、中間純利益は57,518千円（前年同期比57.7%減）となりました。これら各段階利益の減益は、

中長期的な収益力強化を目的としたサーバー増強やセキュリティ対策、専門人材の確保といった先行投資を計画に

沿って着実に実施したことによるものであり、概ね当初の想定範囲内で推移しております。

なお、当社の事業セグメントは教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム事業の単一セグメントである

ため、セグメント別の記載は省略しております。

当社が重視している経営指標の推移は、以下のとおりであります。
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項目 事業年度 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

有料契約企業数（社）
2025年10月期 1,731 1,806 1,890 1,939

2026年10月期 1,996 2,103   

課金生徒ID数（千ID）
2025年10月期 459 453 485 505

2026年10月期 518 483   

ARPU（円）
2025年10月期 55,160 50,858 52,061 51,816

2026年10月期 51,897 46,279   

ARR（千円）
2025年10月期 1,145,780 1,102,202 1,180,738 1,205,649

2026年10月期 1,243,046 1,167,888   

広告宣伝費/売上高比率

（％）

2025年10月期 3.2 3.9 3.8 4.9

2026年10月期 4.6 4.2   

顧客の解約率（％）
2025年10月期 0.4 0.5 0.6 0.6

2026年10月期 0.5 0.5   

売上総利益（千円）
2025年10月期 263,010 527,416 781,207 1,044,392

2026年10月期 258,887 518,436   

営業利益率（％）
2025年10月期 18.4 17.2 15.9 12.6

2026年10月期 10.6 10.1   

（注）１．「ARR」とは、「Annual Recurring Revenue」の略称で、四半期末（期末）時点の「MRR」を12倍して算出

しております。

２．「ARPU」とは、「Average Revenue Per User」の略称で、四半期末（期末）の「MRR」を有料契約企業数で

除して算出。「MRR」とは、「Monthly Recurring Revenue」の略称で、対象月の月末時点における顧客契

約プランの月額利用料の合計額です。

３．「顧客の解約率」は、「月中に解約した有料契約企業数÷前月末時点での有料契約企業数」の月間解約率

をベースとした直近12か月の平均月次解約率です。

４．「ERP」とは、「Enterprise Resource Planning」（企業資源計画）の略で、「ComiruERP」は教育事業者

等向けの基幹業務システムであり、請求・会計、人事、販売などの業務を統合し、効率化、情報の一元化

を図るためのシステムです。当社のSaaS版「Comiru」と連携し、顧客のサーバーに個別にカスタマイズし

たシステムを導入することで、教育事業者等のDX化を支援しています。

５．「GaaS」とは、「Government as a Service」の略で、当社のような民間企業が、SaaSのビジネスモデルを

活用して、地方自治体等が抱える課題解決や行政サービスのDX（デジタル・トランスフォーメーション）

化を支援する取り組みを指します。

（有料契約企業数の当社分類別内訳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：社）

分類名
生徒規模数

(注)
事業年度 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

大手塾 5,000人以上
2025年10月期 17 19 19 19

2026年10月期 19 21   

中堅塾 300～5,000人
2025年10月期 110 113 113 119

2026年10月期 123 123   

個人塾 300人未満
2025年10月期 1,421 1,453 1,503 1,515

2026年10月期 1,544 1,594   

その他

習い事
－

2025年10月期 183 221 255 286

2026年10月期 310 365   

合計
2025年10月期 1,731 1,806 1,890 1,939

2026年10月期 1,996 2,103   

（注）当社は、生徒規模に応じて、学習塾を大手塾、中堅塾、個人塾と分類しております。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、670,543千円となり、前事業年度

末に比べ178,360千円減少しました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、1,885千円となりました。主な増加要因として、税引前中間純利益71,704千

円の計上、減価償却費8,767千円の計上、その他の増減による増加20,611千円等があった一方、減少要因とし

て、サーバー費用の前払い等による前払費用の増加額11,825千円、未払金の減少額35,581千円、未払消費税等の

減少額15,776千円、法人税等の支払額21,216千円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、107,584千円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出100,000

千円、事業用ソフトウエアの開発に伴う無形固定資産の取得による支出8,470千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、72,661千円となりました。これは、自己株式の取得による支出39,949千円、長

期借入金の返済による支出17,712千円及び短期借入金の返済による純減15,000千円によるものであります。

 

(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載について重要な変更はありません。

 

(5) 経営方針・経営戦略等

当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

 

(7) 研究開発活動

当中間会計期間において、特記すべき重要な事項はありません。

 

(8) 主要な設備の新設・除却

該当事項はありません。

 

(9) 経営成績に重要な影響を与える要因

当中間会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。

 

(10) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当中間会計期間において、資本の財源及び資金の流動性についての分析に重要な変更はありません。

なお、当中間会計期間末における有利子負債は96,098千円、有利子負債から現金及び預金を控除したネット有利

子負債は△674,445千円となっております。

また、当中間会計期間においては、機動的な資本政策の遂行等を目的として、2026年３月12日開催の取締役会決

議（取得株式の総数の上限80,000株、取得価額の総額の上限40,000千円）に基づき、39,949千円の自己株式の取得

を実施しましたが、当社の手元流動性及び事業運営に必要な資金の源泉は十分に確保されていると認識しておりま

す。

 

３【重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 13,500,000

計 13,500,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
（2026年４月30日）

提出日現在発行数(株)
（2026年６月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,944,576 3,944,576
東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、株主
としての権利内容に何ら限定
のない当社における標準とな
る株式であります。なお、単
元株式数は100株であります。

計 3,944,576 3,944,576 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2026年６月１日からこの半期報告書提出日現在までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高（千円）

2025年11月１日～
2026年４月30日

－ 3,944,576 － 279,422 － 519,422
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（５）【大株主の状況】

  2026年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

栗原　慎吾 神奈川県相模原市緑区 1,161,600 29.97

学校法人駿河台学園 東京都千代田区神田駿河台二丁目12号 564,490 14.57

株式会社ＵＨ６ 東京都豊島区西池袋一丁目４番10号 255,600 6.60

INTERACTIVE BROKERS LLC（常任代

理人　インタラクティブ・ブロー

カーズ証券株式会社）

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,

CONNECTICUT 06830 USA（東京都千代田

区霞が関三丁目２番５号）

213,000 5.50

KVPシード・イノベーション１号投

資事業有限責任組合
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 146,900 3.79

繆　仁軍 東京都新宿区 138,900 3.58

株式会社マイナビ 東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 120,433 3.11

伊藤　恭 大阪府吹田市 88,000 2.27

株式会社ＥＰＡＲＫ 東京都港区芝浦四丁目16番25号 82,400 2.13

姚　志鵬 東京都足立区 81,900 2.11

計 － 2,853,223 73.62

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 69,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,873,700 38,737

完全議決権株式であり、
株主としての権利内容に
何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であ
ります。なお、単元株式
数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 1,776 － －

発行済株式総数  3,944,576 － －

総株主の議決権  － 38,737 －

（注）上記「単元未満株式」の「株式数（株）」欄には、当社所有の自己株式98株が含まれております。
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②【自己株式等】
 

2026年４月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ＰＯＰＥＲ

東京都中央区日本橋

茅場町一丁目13番21号
69,100 － 69,100 1.75

計 － 69,100 － 69,100 1.75

（注）上記自己保有株式には、単元未満株式98株は含まれておりません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2025年11月１日から2026年４月30日

まで）に係る中間財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる期中レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第11期事業年度　　　PwC Japan有限責任監査法人

第12期中間会計期間　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

 

３．中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年10月31日）
当中間会計期間
（2026年４月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 848,903 770,543

売掛金 132,980 139,784

前払費用 13,506 25,332

その他 3,117 2,014

流動資産合計 998,508 937,674

固定資産   

有形固定資産 8,486 7,603

無形固定資産 92,551 92,142

投資その他の資産 143,231 144,130

固定資産合計 244,270 243,876

資産合計 1,242,778 1,181,551

負債の部   

流動負債   

短期借入金 22,500 7,500

１年内返済予定の長期借入金 35,424 35,424

未払金 91,545 56,117

未払費用 55,751 55,163

未払法人税等 27,634 21,016

未払消費税等 35,817 20,063

預り金 16,779 17,940

役員賞与引当金 8,000 －

その他 2,742 19,987

流動負債合計 296,193 233,212

固定負債   

長期借入金 70,886 53,174

固定負債合計 70,886 53,174

負債合計 367,079 286,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 279,422 279,422

資本剰余金   

資本準備金 519,422 519,422

資本剰余金合計 519,422 519,422

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 71,631 129,149

利益剰余金合計 71,631 129,149

自己株式 △108 △40,058

株主資本合計 870,367 887,937

新株予約権 5,330 7,228

純資産合計 875,698 895,165

負債純資産合計 1,242,778 1,181,551
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（２）【中間損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

売上高 691,110 714,038

売上原価 163,693 195,601

売上総利益 527,416 518,436

販売費及び一般管理費 ※ 408,697 ※ 446,601

営業利益 118,719 71,834

営業外収益   

受取利息 332 864

営業外収益合計 332 864

営業外費用   

支払利息 1,709 969

支払手数料 － 347

営業外費用合計 1,709 1,316

経常利益 117,342 71,382

特別利益   

新株予約権戻入益 146 321

特別利益 146 321

税引前中間純利益 117,488 71,704

法人税、住民税及び事業税 25,200 15,216

法人税等調整額 △43,762 △1,030

法人税等合計 △18,561 14,185

中間純利益 136,050 57,518
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（３）【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 117,488 71,704

減価償却費 8,352 8,767

のれん償却額 324 324

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △8,000

受取利息及び受取配当金 △332 △864

支払利息 1,709 969

売上債権の増減額（△は増加） △12,456 △6,048

前払費用の増減額（△は増加） △12,473 △11,825

未払金の増減額（△は減少） 2,063 △35,581

未払費用の増減額（△は減少） 7,605 △588

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,435 △15,776

未払事業税の増減額（△は減少） 1,256 △617

その他 △1,601 20,611

小計 108,500 23,075

利息及び配当金の受取額 332 864

利息の支払額 △1,577 △837

法人税等の支払額 △11,444 △21,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,811 1,885

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △985 －

無形固定資産の取得による支出 △12,098 △8,470

従業員に対する貸付金の回収による収入 876 885

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,208 △107,584

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △15,000

長期借入金の返済による支出 △17,712 △17,712

新株予約権の行使による株式の発行による収入 6,634 －

自己株式の取得による支出 △46 △39,949

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,124 △72,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,479 △178,360

現金及び現金同等物の期首残高 705,960 848,903

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 778,440 ※ 670,543
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【注記事項】

（中間損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

役員報酬 34,650千円 39,850千円

従業員給料及び手当 207,340 232,270

業務委託費 75,709 71,963

広告宣伝費 27,297 29,788

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 
前中間会計期間

（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

現金及び預金 778,440千円 770,543千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △100,000

現金及び現金同等物 778,440 670,543

 

（株主資本関係）

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年11月１日　至　2026年４月30日）

株主資本の金額の著しい変動

当社は、2026年３月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式69,100株の取得を行いました。この結果、

当中間会計期間において自己株式が39,949千円増加し、当中間会計期間末において自己株式が40,058千円と

なっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）

当社の事業セグメントは、教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム事業の単一セグメントである

ため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年11月１日　至　2026年４月30日）

当社の事業セグメントは、教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム事業の単一セグメントである

ため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生

じる収益を認識時期別に分離した情報は、以下のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

収益認識の時期   

一時点で移転される財又はサービス 55,201千円 49,728千円

一定期間にわたり移転される財又はサービス 635,908 664,309

顧客との契約から生じる収益 691,110 714,038

その他の収益 － －

外部顧客への売上高 691,110 714,038

 
（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年11月１日
至　2025年４月30日）

当中間会計期間
（自　2025年11月１日
至　2026年４月30日）

（１）１株当たり中間純利益 34円62銭 14円62銭

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 136,050 57,518

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益（千円） 136,050 57,518

普通株式の期中平均株式数（株） 3,930,072 3,934,607

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 34円24銭 14円33銭

（算定上の基礎）   

中間純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 43,058 79,024

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在

株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

2024年10月17日開催の取締

役会決議による第６回新株

予約権

新株予約権の数　760個

（普通株式    76,000株）

2024年10月17日開催の取締

役会決議による第６回新株

予約権

新株予約権の数　760個

（普通株式    76,000株）

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2026年６月10日

株式会社ＰＯＰＥＲ

取締役会　御中

 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

東京都中央区

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　　禎

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 上條　昌宏

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＰＯＰ

ＥＲの2025年11月１日から2026年10月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（2025年11月１日から2026年４月30日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につい

て期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社ＰＯＰＥＲの2026年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認めら

れなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定

を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

その他の事項

会社の2025年10月31日をもって終了した前事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表及び前事業年度の財務諸表は、

それぞれ、前任監査人によって期中レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2025

年６月11日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して2026年１月23日付けで無限定適正意見を表

明している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入

手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない

と信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを

評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
  
（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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